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エルサルバドル国「耐震普及住宅の建築普及技術改善プロジェクト」 

中間評価調査現地報告書 

 

1. 調査団の目的 

PDM 及び活動計画（PO）に基づき、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の

観点から、「エ」国プロジェクト関係者とともに、評価を行い、事業実施上の問題点と課題を抽出し、評価結

果及び提言に取りまとめる。 

 

2. 調査期間：  平成 18 年 11 月 5 日～11 月 20 日 

 

3. 調査団構成： 

(1) 統括   三村 悟  JICA 地球環境部第三グループ防災チーム  チーム長 

(2) 協力企画  野村 陽子     同 上      ジュニア専門員 

(3) 評価分析  古谷 典子 グローバル・リンク・マネジメント 

(4) 通訳   前山 真吾 (財)国際協力センター（JICE） 

 

4. 評価結果 

総論：プロジェクト目標の達成に向け、アウトプットは着実に達成されつつある。一部の活動に当初、遅れ

が生じたものの、現在はスケジュールを実態に合わせ、より効率的な進め方が行なわれていることから、終

了までの目標達成が見込まれる。評価 5 項目の観点からは、中間評価時点において、プロジェクトの妥当

性は非常に高く、有効性も高い。効率性も概ね高いと判断され、インパクトは大きいことが見込まれている。

自立発展性に関しては、現時点では、一定の条件（詳細は合同中間評価レポート参照）が満たされれば確

保されることが見込まれる。 

  

(1) 成果 

アウトプット１：普及住宅の耐震性実験のための設備と、実験実施体制が整備される。 

ほぼ達成されている。運営マニュアルは、正式認定を受けていないことから草稿の位置づけであり今後

使い勝手に応じて改訂が必要。UES に実験装置「傾斜台」を建設中。 

 

アウトプット 2：実施機関の研究者、技術者が耐震実験技術を習得し、普及員の普及能力が向上する。 

達成されつつある。指標で設定されている目標値の達成度は現在約 70％（目標値計 35 名に対し現在

25名研修済み）であり、順調に技術研修が実行されている。しかし、外部からのアドバイスを必要としない段

階には至っていない。 

 

アウトプット 3：耐震普及住宅モデルが完成する。 

達成にむけて着実に進捗しており、プロジェクト終了時までに達成されると見込まれる。 

第１工法であるブロックパネルを用いた普及住宅に関しては、耐震実験を終え、普及住宅モデルが完成

している。第 2 工法であるアドベに関しては、6 割終了。第 3 工法であるソイルセメントは材料実験に取り掛

かったところである。第 4 工法であるコンクリートブロックは未着工だが、担当研究者は決定済みである。（現

在、日本留学中） 

 

アウトプット 4：耐震普及住宅モデルの普及システムが確立する。 

達成にむけて着実に進捗しており、プロジェクト終了時までに達成されると見込まれる。 

遅れているものの着実に耐震住宅建設が進められており、普及ツールとしては、識字率も考慮された普

及用マニュアルが作成された。また、普及に関して主導的な役割を担う FUNDASAL は、すでに既存のビデ

オ教材を使用し、現場レベルでの普及活動にも着手している。 

 

アウトプット 5：低所得者層において耐震普及住宅の建築が促進される。 

今後、プロジェクトの後半期間において達成されていくものである。 



添付資料-Ⅶ 

- 62 - 

指標である「耐震住宅普及パイロットプログラム」の好事例として IDB の案件（計 600 件の住宅建設）が、

ひとつ挙げられる。また、第 1 工法のブロックパネルお披露目会を一般に向けて大々的に行う計画を立て

ており、耐震普及住宅の促進意欲を感じた。 

 

(2) プロジェクト目標及び上位目標の達成見込み 

ラボ建設の遅延により、当初の工程よりも遅れが見られたが、現在は、当初の PO を修正しながら、終了

時期を見据えて活動を行っていることが確認された。普及面に関しては、政府のイニシアティブが大きく関

与することになるが、現在、住宅都市開発庁担当の公共事業省副大臣により、IDB との耐震住宅建設が進

められるなど、面的な普及につながるアクションが現段階から見られることから、各機関のモチベーションが

存続する限り、目標達成を見込めると判断した。 

 

(3) 評価 5 項目 

効率性：限られた投入より大きな成果を生み出していた。専門家派遣はもちろん、業務調整員を現地で

雇うなど、新たな試みを行っているが、現在に至っては阻害要因にはなっておらず、言葉や人的ネットワー

ク・交流の面において、プラスの効果が確認された。 

 

インパクト：住宅都市開発庁担当副大臣のイニシアティブにより、IDB 融資案件である計 600 件の住宅建

設は、普及面においても大きなインパクトとなり、面的な広がりの一歩として数えられるだろう。政府が、建築

基準法の改訂や新たな建築法の策定により、認可・承認制度を設ける動きもあることから、これらが実現さ

れた場合、住宅建設を実際に行なう民間企業への影響も生じ、耐震性のある住宅が普及することにつなが

るだろう。 

 

自立発展性：カウンターパート機関は、実績のある安定した存在であり、組織的自立発展性は高い。財

政的・経済的自立発展性については、ある一定の条件を超えることによって、少なからず、実現可能である

と判断した。技術的自立発展性については、特に、普及に関して、研修を受けた人材に対するフォローアッ

プシステムが確立していないため、一定条件を満たす必要性があると感じた。 

 

5. 提言 

(1) カウンターパートの業務兼任による負担軽減 

カウンターパート全員が兼任で任務を実施していることが遅延要因の一つであるが、政府のみならず、

民間、NGO についても、人的補填を行う資金的余裕はないため、現カウンターパートの負担軽減及び人材

の育成を図ることを目的として、すでに存在している大学の単位取得可能な社会奉仕制度をさらに強化す

るよう大学に働きかける。 

 

(2) PO の修正及び PDM の表現を明確化する。 

当初の PO には、実験準備期間が入っていないこと、工法によって必要時間の相違があることを踏まえ、

実態に合わせた修正を行う。また、PDM 上に示される活動内容に不明確な表現が存在するため、表現に

関する修正を行う。 

 

① プロジェクト目標の指標 1 にある「技術研修」は、住民を対象とした技術研修に限定せず、研

究者・技術者レベルをも含めた全てのレベルに対する技術研修を指す。 

② アウトプット 4 の指標 3 にある「普及グループ」は、住民の間に組織された普及グループのみ

に限定せず、研究者・技術者レベルにおける普及グループをも含めたものを指す。 

③ 上位目標の指標に関して、関係者間で議論を深め、必要に応じて修正する。 

 

(3) 活発な意見交換のできる環境作り 
現在、技術委員会で行われている各工法研究者間での意見交換だけではなく、さらに成果に関しても

情報共有ができるように一層の交流促進に努める。また、技術面だけではなく、実務遂行に当たっての素

直な意見交換・議論が推進される環境作りを行う。 

 

(4) 自立発展性確保の努力 
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政府の役目にあたる建築基準に関する法制度の整備や国家的なプログラムの実現を確保する等の動向

を注視し、実現を促進するための努力をするとともに、活動の広がりを確保するために、普及に直接関わる

民間の住宅建設業者や NGO を巻き込みながら、普及活動を行う。また、マスメディア等をうまく利用し、本

プロジェクトを一般国民に広く周知させる。 

 

6. 団長所感 

(1) 総論 

本評価調査団派遣前、日本での情報収集を行った時点では、これまでの専門家の業務報告などから本

中間評価調査では次の 2 点が問題点としてあげられることを想定していた。 

 

① メキシコからの投入（専門家の派遣）について、派遣期間が 1 週間程度と短く、メキシコ人専

門家が主体となる技術移転が計画通りに進んでいない。 

② 上位目標である耐震住宅の一般への普及見込みが不透明である。 

 

しかしながら①については、エルサルバドル国側関係者からの聞き取りを行ったところ若干の不満を示

す関係者はいたものの、エ国関係者の自助努力によるところもあり、スケジュールを遅延させているといった

状況ではなかった。②の耐震住宅の普及については、IDB による 600 軒の耐震住宅建設のプロジェクトに

おいて、半数程度は本プロジェクトで開発されたブロックパネル工法が採用される見込みであることや、エ

国政府高官がブロックパネルの普及に理解を示し、建築基準の改定を検討していることなど、今後の普及

を促進させる動きがプロジェクト外においても出てきている。 

上述のように、調査団派遣前に懸念されていた事項は深刻な状況ではなく、関係者への聞き取りおよび

プロジェクトの実施状況を調査したところ、本中間評価時点においてはプロジェクトのアウトプットは着実に

達成されており、終了時までにプロジェクト目標を達成することは可能と判断するに至った。 

 

(2) プロジェクトの特色 

本件プロジェクトはエ国内のステータスの異なる関係 4 機関が協力し、日本からは長期専門家を派遣せ

ず、メキシコからの短期専門家派遣が主要な投入となる南南協力案件であるという特色を有している。供与

機材の利用状況および維持管理は良好であり、また、国内での人材育成も順調に進んでいる。今回の調

査団受け入れにあたってもエ国側がオーナーシップを持って臨んでいることから、いわば「自助努力の見え

る」プロジェクトとなっている。本件プロジェクトが順調に実施されている要因としては、上記の他、JICA 事務

所現地職員がコーディネーターとしてプロジェクトの活動をマネージしていること、独立行政法人建築研究

所が、継続的に支援していることがあげられる。 

 

(3) 自立発展性 

本プロジェクト終了後の自立発展を担うべく、プロジェクトの目標の一つとしてもその設立が謳われている

「普及住宅委員会」について、聞き取り調査をした各機関の関係者はそのメンバーとなることに意欲を示し

ており、また、今後の組織化のスケジュールについても関心が高い。同委員会はプロジェクトの自立発展性

を担保するために不可欠であり、また本プロジェクトが延長される、あるいは我が国として次のフェーズの協

力を行っていく事となった場合、エ国側の実施および調整機関として重要な役割を果たすことが期待され

る。同委員会の内容と設立について、今後 JCC などにおいて議論を進めることが必要である。 

 

(4) エ国における防災分野の協力 

 エ国は地震、火山活動、ハリケーン、土砂災害など自然災害が多く発生し、また人口密度も高いことか

ら中米地域では最も自然災害のリスクが高い国と言えよう。このためエ国政府は防災体制の強化に政策的

に高いプライオリティを与えており、今年 7 月の我が国との政策協議でも 5 つの重点イニシアティブのひと

つとして防災があげられている。また、現地 ODA タスクでも防災を開発課題と位置づけ、取り組みを強化し

ているところである。 

中米地域では広域防災能力向上プロジェクトの計画が進められており、本中間評価報告においても、関

係機関との情報共有の強化を提言としてあげている。中米地域に各国における災害リスク源は、洪水や地

震、火山活動などさまざまであるが、災害に対するアプローチや防災活動に関する知見などは共通する部

分が多くあることから、中米防災センター（CEPREDENAC）を中心とする、地方のコミュニティーにおける防



添付資料-Ⅶ 

- 64 - 

災能力強化を目指した広域協力を計画したものであるが、エ国のように災害が多岐にわたりリスクも高い国

については、国の実情にあった支援を行う二国間協力の重要性にいささかも変わりはない。 

一方、エ国政府は、災害に関する情報の収集と発信、関係政府機関の連携の強化、住民啓発の促進を

目的とする、国家総合情報防災センターの設立を計画しており、先ごろ我が国に対して防災・災害復興支

援無償資金協力の要請がなされたところである。同センターは上述の広域防災協力のカウンターパートで

ある総務省災害予防・緩和・市民保護局が中心となって管理運営をする計画であり、国家国土調査機構

（SNET）もセンターに機能を移転する予定となっていることから、同センターの設立がエ国における防災分

野の総合的な取り組みをすすめ、災害リスクの軽減につながるものと期待されるとともに、広域防災協力の

エ国内での効果発現にもつながろう。 

 

以上 
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